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横浜港史序説

一横浜浮世絵を通してみた初期横浜港

千須和富士夫

（港湾都市情報サービス）
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1. 横浜浮世絵に描かれた横浜港

安政6 Cl859）年6月2日の神奈川開港を機K，開港場の舞台となった横

浜町の活気と異国風俗の溢れる雰囲気を描く所謂「横浜浮世絵」が多種多様

しかも大量に出版された。出版の背景には，黒船渡来より鎖国政策の下，牢

固として築かれているかにみえた徳川幕藩体制が，開国の是非をめぐる国論

分裂の渦まく中で大きく動揺しはじめ，不安と動乱の時代を迎えた庶民の心

lζ，開国の実態を伝え，導びく情報源を求める期待が高まっていたからに他

ならない。異国情緒豊かな木版画は，確かに横浜観光土産の役割は果したで

あろうが，初期横浜浮世絵の写実性を考慮するならば，その大衆的なジャー

ナリズム性を看過するわけにはいかない。もとより開港前より出版されてい

る「瓦版」を無視する乙とはできないが，横浜港の史料的価値の高いものを

絵地図，浮世絵から選べば，表 1の如くである。

乙れらは，横浜港築造前の第1群，安政6年から文久2年までの東西波止

場時期の第2群，フランス波止場築造後の文久3年から明治3年までの第3

群とに区分できる。第2群の特色は，横浜村中央部海岸線iと2条の埠頭が築

かれ，その間の陸側lζは運上所が置かれており，埠頭は直線石積み，両側lζ

は各2か所石段が取付けられている（ 2 -1）。万延元年（1860）になると，
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表 1 横浜港関係主要版画（横浜浮世絵）絵地図

コード 尭行年月 阻 名 画 京 r. 書開文献名.j'(監

I 安政64'.(1859) 3月 術浜l~I港地由fl]之図 銅版瞥入れ（原因） 俄浜市史稿付S書 簡5図
2 I 安政6＂卜(1859) 横浜町絵図 手指き星野~~：,'l' I EI 蔵 横浜市史踊2世 P.218～219
2 2 ' (') 備浜御開港明細之図 高 島 1十之 ？横時浜川浮県世立絵博」物館緬P.234～235 
2-3 lii!!;Jt年(1860)3円 横浜樽出回全 二 代 fム lfi 向上 P.358
2-4 ’（  . ) 3月 横浜本町港崎町新郎 五重平 1'.i 脅 向上 P.18
2-5 • ( • ) 4月 術浜本町井ニ港崎町細見企図 向上 向上 P.23
2-6 . （’） 4月 備浜神奈川一十八景之内（惇m・場） 向上 向 上 P.27
2-7 ' ( • ) 5月 (i!!l誼』上場） 向上 同 Jこ P.29
2-8 ' ( ' ) 5 fl (J!l櫨止場） 同上 向 上 P.30
2-9 I＇） 頃 llPI出港(i卸償開浜港之横全浜図大 向 上 向上 P.244

絵図完）

2 -IO • I＇）可 i 御l~I港備浜之図 一 川 芳 n 同上 P.286
2 II • (,)Pl 万抵冗flt巾六月上旬図 不明 「月伸情車話川州県乾史弁資天料眼嗣礼IO的，（悌40干3）魯可上証元年6

2 -12 • I”） 7円 神事川償浜港案内図絵 ii主＇~ <'i 脅 「慣浜浮世絵JP.33 
2-13 ' （”）！Of! 横浜泊中見物R六 同」 同 J P.33 
2 14 文久花年(1861)2 fl 横浜風景一覧 二 代広 1f( 向上 P.214-215 
2 -15 " ( • ) 2月 再改償浜風景 Ji.雲＇i •'i 骨 向 上 P.246 
2 16 (•I HI 償浜宜品回洋人荷物連送之悶 向上 向上 P.49～so 
2 17 文久3Jj三(1862) 機浜正景図 不明 大田久好「横浜沿'Jfiιll'JP.77 
2 -18 If応元年（1865)9月 償浜ー覧之図 二 代広可l 「慣浜浮世絵， P.358 
2-19 慶応 2'F(1866) 4月 武陥備i兵一覧 I'll iニ 同上 P.358 
2 -20 壇応3年(1867)6月 改正償浜細見図 五雲苧白骨 向上 P.62-63 

3 -I 開~＜t. 4年(1868) 備浜明細企図 一 川芳 u 向上 P.307 
3-2 明治 2年(1869）頃 償浜海岸之風景 It婁苧 』＇i 脅 向上 P.251 
3-3 ·~lit. 3 1~(1870 ) 10月 備浜海1；＼；凪之図 二 代広前 向上 P.221 

3 4 ( , )!OJI 摘iJ¥IYI紛l之全国 Jc雲亭 1'i 努 向上 P.252 

埠頭先端海面iζ湾標が打ち込まれ埠頭根幹部iζ常明燈（照明施設）が置か

れ，運上所御見張小匡（改所）が整備されてくる。 ( 2 -3）によれば，東

波止場（海上からみて左手）は外国波止場 西波止場は御国産波止場とし，

貨物扱いの区分をしたとみえ， ( 2 -4）では，東波止場lζ外国船ボー ト

（当時パッテイラと称した） 3隻，西波止場lζは和船6隻を描いている。繋

船はし、ずれも埠頭外側である。西波止場で荷車運送がみられる（ 2 -7）。

( 2 -8）には「東波戸場ハ買取たる荷物を小船lζ積入，本船lζはとぶ之

有様なり。西波戸場ハ江戸ヨリ積おくるの荷物を水揚の所なり。Jと註してい

る。居留地と民地との聞には柵が設けられ ( 2 -9' 2 -10）では中村川

堀川が完成し，内陸埋立が進み，弁天社前渡船場と神奈川宿の宮下（宮ノ川

岸）のコースが示されている。 ( 2 -16）は，船内荷役と貨物の本船受渡し

の状況を示す貴重な資料で，貨物の本船積みは，中国人乗組員を含む船員達

がタラップを貨物を背lζ上がってし、く様子を描いている。デッキlζはテント

を張り，船長か高級船員，荷主らが坐っており，チェッカーもデッキに立ち，

相対して荷主が貨物を確認している。 貨物を運んできたボートには，米国旗
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が樹てられ，一方のボートlとは船員らがオーノレを持って待機している。第3

群の特徴は，新波止場の直線埠頭2条と渡船場桟橋の登場である。横浜沿革

誌によれば， 「文久四年（改元元治元甲子年）正月廿九日，東波止場ヲ開関

ス。仏国海軍物置場前ナノレヲ以テ，人皆之ヲ仏蘭西波止場 ト評ス。」と記して

いる。乙のため従来の2条の埠頭を総称して西波止場と呼ぶ乙とiζなり ，文

久3年以前の称l呼と混同されるので，新波止場はフランス波止場が通用して

いる。運上所は乙れを期iζ東運上所と西運上所とに分かれた。従来の東波止

場が舟溜りを抱え込むようiζ腕曲し，御蔵（上屋〕ができてくるのは，慶応、

4年（明治元）の乙とである。

2, 績浜港開港準備と埠頭建設

横浜港開港の基本方針が決定したのは，安政5年（1858)8月4日の一両

日前のととである。乙の方針決定の評議の席lζは，井伊大老ほか老中，外国

奉行では永井玄蕃，岩瀬肥後守，井上信濃守（兼下回奉行），堀織部（兼箱

館奉行），御目付津田半三郎らが出席し，神奈川開港lζ当たっての居留地及

び港湾施設の設置位置を神奈川宿側ではなく 対岸の績浜村とする乙とが，

井伊直弼の厳しい指示と説諭に基づいて，同席者も乙の政治的判断は止むな

しと承服し，今後の外交交渉の基縫と しようと了解ぎれた。政治的判断の柱

となった理由は，

(1）街道筋lζ異人が居留しては交通障害となる。

(2) 神奈川は遠浅で船着に不適で，むしろ横浜が優れている。もとより横浜

も神奈川の域内にある。

の2点lζあった。 ζの評定後， 8月4日には外国奉行4名，御目付，支配向
(1) 

役人一聞が神奈川一帯の実地検分に現地へ出張し， 8月14日には検分結果lζ

基づく絵図面が老中へ届けられた。絵図面Ir:添付された書信には， 「神奈川

御開港場所，私とも見分仕侯次第ハ其節入御聴侯処，御普請役共lζ申渡，測量

為仕，別紙絵図書（所見ナシ）に御開港相成可然と見込侯場所K，夫々懸紙

仕，絵図面相添，此段申上侯。」と述べており， 視lj量は 8月4日から18日以
一 （2)

前までに一応終了し，埠頭居留地，交易場等の開港場位置が大体見当のつ
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いた時期といえる。

開港場を横浜と決定するには，米国側の了解が必要であり，米国側の検分

と日米協議が前提となる。こうして12月12日に至り，外国奉行は勘定奉行lζ

対し，米国官吏を下回から横浜村へ呼び寄せようと図り，同日，かねて外国

奉行下lζ配されていた人びとを神奈川開港掛支配向として支配組頭に柴田真

太郎，同調役iζ高須鉄太郎，合原猪三郎，成瀬喜四郎ら，下回奉行配下の支

配組頭松村忠四郎，調役脇屋卯三郎ら，また下回復勤のまま神奈川掛ii:支配

組頭若菜三男三郎らを任命した。 12月19日，米国領事ハリスは横浜一帯を視

察したが，結論を得ぬまま越年した。外国奉行としては，一方で老中lζ対し，

交易商人へ貸渡すべき用地の割当を急ぐべき事情を綾々陳情しているが，明

くる安政6年 1月7日，江戸町奉行からも開港場移住を望む商人を代位し，

貸渡し地決定を迫る掛合書が外国奉行ic::寄せられた。 2月lζ入り，やっとハ

リスと外国奉行との協議が神奈川宿で再開され，当初，永井，井上が，後lζ

水野，堀が応接したが遂に決着をみなかった。 2月22自に至り，水野筑後守

より現地から施設建設計画案が老中へ提案された。乙の伺書は，同月27日，
、r目（3)

老中太田備後守資始より「書面都て伺之通可Jし、侍Jと裁断され，承知したと

書き添えられている。 水野の提案の要点は，

1 ）神奈川宿は山根lζ添い狭｜溢で，土着生産を営む者が多い一土地対策の困

難性

2）交易品から日用品まで全て船積みが便利である一海上運送の利便性

3）通商国は今後増加し 居留地の拡大も予想される一利用地の伸張性

4）船付地iζ御国（日本）商人を引移す一海運利用の近接性

5）軍艦・測量船 ・遊覧船 ・商船・漁船すべて横浜へ着けさせる

6）奉行所等陸上施設のほか，上陸波止場は戸部地先，神奈川地先にも見番

所と共iζ設ける。

7）開港まで残された時聞が少なく，開港時取散かした有様では，外国の悔

蔑を受ける。

8）公共施設を整備すれば 町人は自力で建築できる態勢lとある。

9）外国人の挙動により，東海道の着け替え，本奉行所の位置も検討する。
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以上，港湾整備については判然とはしないが，横浜を開港地と指示し，井伊

大老の先の意向を汲みつつ，工事着手の決断を迫ったものであった。横浜商

業会議所では，水野の決意を「幕議は全部之を承諾せり。今日の横浜は実lと

此時其基礎を築きたるもの，水野以下能く幕旨を奉じ，之が遂行lと生命を賭

せんとしたる事，横浜市民永く記念lζ留むべきなり出とまで激讃している。

水野忠徳は嘉永5年lζ浦賀奉行， 6年lζ長崎奉行，安政5年7月lと外国者予，

同6年lζ軍艦奉行，文久元年外国奉行を再任し小笠原開拓使として小笠原島

領有開拓の基礎を築き，翌2年箱館奉行と外交事務を専ーしてきた人物であ

り，明治元年 7月，年591Cて没している。

さて神奈川の地元には，港湾計ー画のl噂は早くも 2月18日IC, 「新丁裏通り

四町四万干潟へ築出し，商物揚井互市の場所といたし，異五ヶ国之旅館は横

浜続の新田辺りに相成との説也出と既lζ広まっていた。主要な港湾機能は

横浜側l乙置くが，戸部，神奈川lζも上陸波止場を設けるとしたのは，神奈川

宿には各国の領事館開設の予定があり，戸部には神奈川奉行所を置く計画で

あったためである。この都市計画が承認されるや，2月28日には，外国奉行

一行は神奈Jllへ出張し，縄張りなどして調査し 3月3日にはさらに御勘定

奉行土岐下野守，御目付駒井左京，黒川在中，御勘定吟l床勝目次郎らも加わ

り，町の区画，道路，埠頭2か所，運上所，居留地の位置を取り決めた。 3

月5自には勘定奉行らが帰府しているので， 3月3日から 4自において，町

割と埠頭建設計画の最終決定が行なわれたと結論できる。 町割については，

開港後iζ横浜町総年寄となった石川徳右衛門の弟半右衛門が「土木ノ業ニ通

暁スノレヲ以テ，其事業ヲ担任セラノレ。之ニ於テ税関（運上所）ヲ中央トシテ

南ヲ外国人居留地トシ，北西ヲ日本人市街トス。新ニ溝渠ヲ撃琉シ，街街従

(6）ー
横ニ経画シ，橋梁ヲ架二ノ，舟車ノ使ヲ興ス」手砂Hを発揮し，奉行らに協力し

たのである。埠頭計画は誰の手になったか。乙の時の協議内容は，図 1の「横

浜開港地割之図jより後のものとみられる。図 lは「地割と云ふ程のもので

なく，寧ろ役所向の配置設備を為さんとする計画図のようなものである。．
(7) 

－一神奈川開港を横浜開港lζ急変した其頃の迭しさが本図から想像され」る所

以のものである。 2月22日から 3月3日にかけて書き留めて置き参考とした
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図 1 横浜開港地割之図（部分）

) f，ホ 手＋{-II二ゃ ； 合
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（~ 

ものであろう。居留地の記載がなく 遊女街の位置が最終決定とは異なって

いるのが，本図の特色である。但し本図では，港湾計画上重要な資料を提供

する。すなわち「波止場，石積二ケ所，長六拾間，馬踏五間，敷廿五間Jと

記入されている点である。横浜市史第2巻の執筆者石井孝教授の引用する「国

事記」には，「長さ六拾間， 巾拾聞の石垣l乙て水上一丈三尺，此上へ芝土手高

さ五尺Jとあり？）乙れが流布している？）石井教授の直接のと教示lζよれば，

「国事記Jは風聞書であり 地図書入れがあれば信窓性は地図iとあるとさ

れた。土車頭構造に係わるだけに なお傍証を必要としている。設計者の問題

と関連させて，神奈川砲台台場の建設Kついて触れて置かなければならない。

3月15日には，老中より神奈川警護iζ就いていた松山藩松平隠岐守（久松勝

成） Iζ対し， 神奈川台場新築については勘定奉行と協議せよとの示達があり，

一方，外国奉行が伺いを立てていた「港内之形勢は勿論，最寄宿村布列之様

子等，夫々取調，精微之図面仕立，彼地奉行所iζ備置不申侯ては，品々差支

之節も可有之間，早々，取調申渡侯処，支配向之儀，未だ人数も揃兼，殊ニ

同所御開港期限も差迫り，品々御用筋差添，何分右等之辺迄，行届兼侯処，
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御軍艦操練所出役之内，其筋事馴侯もの有之趣承及侯ニ付，操練所 (Iと）お

ゐて右絵図面仕立侯様仕度？との件についても，同日やはり承諾する返事が

寄せられたのである。神奈川台場の設計は勝鱗太郎が担当したもので，松山

藩の依頼iζよるり勝は乙の年 1月14日，長崎から海軍伝習生の研修生活を終

え，江戸iζ戻っており，同じ矯竜丸で，佐藤政養（与之助），肥田J兵五郎ら

も帰府している。絵図面作成を要請された時期の箪艦操練所教授方出役には，

佐々倉桐太郎，鈴藤勇次郎，浜口与右衛門，岩田平作，山本金次郎，小野友

五郎，石井修三，松岡磐吉，肥田浜五郎，望月大象，安井畑蔵，柴弘吉，赤

松大三郎，吉岡勇平などがおり（円測量術iと秀でた者が乙の中で受持ったもの

であろう。従って帰頭設計も彼らの影響下lζあった乙とは間違いないと思わ

れる。勝の設計による台場側壁の匂配Cotαは3割3分であり，乙の傾斜角

を使えば，埠頭断面は底辺25間，上底5間，高さ 3間（ 1丈8尺）の台形と

なる。当時としては安定した形態ではあるが，本船繋岸は全く考えなかった

ものであろう。勝と佐藤は 1月末から 2月にかけて，水野ら外国奉行lζ横浜

の港湾としての利点を説いていると思われるが（13）あるいは乙の説得は安政4

年，長崎在住中lζ岩沢忠震に説いていたのかもしれない。勝が後年語ると乙

ろによれば円自慢話が出るほど、の努力を払ったとするならば，横浜港立地と

埠頭設計への示唆があったと考えなければならない。埠頭は，欧米ではフィ

ンガー型iとなっているとの認識を幕府側が得たのは，ハリスとの交渉過程で

あり，ハ リスはニューヨーク港の例を引き， 突堤が櫛状lζ海面へ突出ていて，

その略区Jfc添えて日本側では「巾七間，長五拾閉 その聞に船繋き致し侯」

と書留めているP
測量並びに実施設計iζ基づき，工事請負入札が行なわれ，4月10日頃K請

負人と請負額が決まった。 「神奈川表御普請所之内，横浜村運上所前取鐘侯

波戸場井東海道芝生村より戸部村地内字石｜崎迄新堤築立，古堤添築，橋掛渡

之儀，兼て伺済之趣を以，入札申付侯処， 右之通落札相成侯。波戸場落札

一金壱万六千八拾両，武州篠沢郡高嶋村名主万太郎。新堤築立其外共落札

一金四千四百七拾両，細川越中守元御預所武州久良岐郡太田村百姓勘七。 合

金弐万五百五拾両。右之通有之，精々吟味仕侯処，此上引方難出来旨申立，
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不相当之儀も無之侯間，落札金高を以，引請申付差向侯儀ニ付，仕健御普請

為取掛申侯。尤仕立に臨ミ増減も出来可申哉。巨細之儀は猶取調之上，仕様

絵図面相添可申上侯得とも 今般御普請所之内 格別之金高多之場所lζ有之

侯間，先此段申上置侯出と4月11日lζ老中へ報告している。後iζ老中へ送っ

た工事費概算書lζよれば実質経費見込みは落札価格の3割増と見積られて

おり，埠頭建設費は換算すると20,904両で，総工事費92,089両（当初予算）

の22.7%を占めていたことになる。請負人の名主万太郎の出身地高嶋村は，

安政年聞は天領で，後lζ崎玉県大里郡新会村，同豊里村高島となり，昭和49

年lζは深谷市l乙編入されているが，乙の内陸の土地から開港場の土木請負人

が出現するに至った背景には，同郷の先覚者荒木翠軒の存在を想起しなけれ

ばならないであろう。翠軒は文化9年（1813) 8月，武什｜榛沢郡新戒（大里

郡新会村から深谷市IL編入） fζ生まれ，誇は彦繋，字は｛中桁，平左衛門と称

し，天外とも号した。若松嘉随，大槻清崇らに学び，漢学詩文iζ通じるほか，

洋書も読み海外の事情l乙明るく，嘉永年間黒船浦賀来航の折lζは，開港論「事

宜一編」を大老水野越前守lζ上申した。後年私塾を経営し，明治20年(1880)

70才で他界するが，安政6年には46才であったことになる？万太郎は乙の翠

軒の教化を経て志を開港場において展ようとしたものであろう。

横浜へ船を引きつけるためか 当初の戸部，神奈川側の波止場設置は全く

無視された。むしろ開港時には，乙れまで存した私設桟橋すら撤去させたの

で、ある ~8）享保期以来，神奈川宿青木町lζは廻船問屋10軒，廻船仲買 12軒があ

り，海岸には諸所lζ桟橋が設けられており，問匡や仲買は各自手倉を持ち，

貨物を搬入していた29）それを全面禁止する指令が出されたから，猛反対が起

こり， 9月18日，神奈川宿5か所について桟橋再開の許可が下り門外国貨物

の扱いは宮ノ 川岸に限定された~l）船会所を設け 自治組織をもって統制させ

た。外国人居留地，領事館の移転が文久元年（1861)Iと完了するまでは，神

奈川側の規制は厳重を極めた。開港後の海上警備は，神奈川海岸防備に安政

2年4月から松山藩が引続いて当たり，安政6年7月より神奈川奉行と協議

の上，運上所御用船で港内監視を強め，文久元年7月以降は，舟勤番を設け，

2手lと分け， l隊は本牧鼻から都橋lζ至る間，残りの 1隊は谷戸橋付近から
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波止場及び神奈川宮ノJll岸までを巡視させた。また湾内lとは朝陽丸，鵬朔丸

2艦を回航停泊させ，特lζ開港場一帯の海岸線lζは，昼夜成卒がパトローノレ

白2)
し， 警戒に当たった。

j主 山大日本古文書「幕末外国関係文書」巻21( 137 ）安政5年8月大老老中外

国奉行等評議覚書 神奈川開港場の件

(2) 同書巻21( 87 ）安政5年8月19臼外国奉行弁目付上申書 老中へ神奈川関

港場所絵図面の件

(3）問書巻22( 177）安政6年2月22日 外国奉行伺書老中へ神奈川開港に

っき取計万の件

(4) 横浜商業会議所編「繊浜関港五十年史」下巻（明治42年） P. 83～4 

(5）佐藤波栖「金川日記」安政6年2月18日の条（「郷土よ乙はま」 26・27合
併号 横浜市立図書館flj)P.47 

(6）石野瑛作品浜文書及石川家史稿」 （昭和8年干lj，同48年複刻） p 190登

裁の「石川臨右衛門紀行碑文」 （明治14年）による。

(7）繊浜市役所「横浜市史稿付録」の「付図説明」附子の5

閥横浜市「横浜市史第2巻」（昭和34年） p 211 

(9) 神奈川区誌編さん刊行実行委員会「神奈川区誌」 （昭和52年） p 227及び

神奈川県警察史編さん委員会「神奈川県警察史上巻」 （昭和45年） P.40等

UO）大日本古文書「幕末外交関係文書」巻22( 263）安政6年3月15日頃外国

奉行伺書，老中へ神奈川最寄絵図面仕立方の件

UlJ幕末維新史研究会 「勝海舟の言葉」 （昭和47年大陸書房） P.33及び保土

谷区郷土史刊行委員部 「保土谷区郷土史下巻」 （昭和13年〕 P1274 

U2J 土屋重朗「近代日本造船事始一肥田浜五郎の生涯」 （昭和50年） P. 132 

閥横浜郷土史研究会 「佐藤政養関係造物展覧会録付小伝」 （昭和12年） P.37 

真嶋佐藤治宛書状。乙の畜｛言が年月不詳のため，佐藤は績浜開港論の先駆者

の一人と当時の樹浜市史編集主任堀田時左右並びに償浜郷土史研究会会長医

師栗原清ーは推している。

U4l 「勝海舟全集」巻 l （昭和43年）P63「海舟座談」明治31年10月7日の条

us 同巻2p 60「開国起源uJ安政4年12月26日の条
。θ 「幕末外国関係文書J巻23(25）安政6年4月11日 外国奉行上申書老
中へ神奈川表普請入用の件

日7）埼玉県「埼玉県史下巻」p629 

(IE) 佐藤次楢「金川日記」安政6年9月6日の条及び神奈川県「神奈川県史資

料編巻10」 ( 412）「横浜開港場見聞記」の安政6年7月25日の条
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U9 「神奈川区誌」 p"207～ 8 

位。 「績浜開港場見聞記J安政6年9月18日の条

QD 向上書安政7年l月4日の条宮ノ川岸で輸出入貨物の改（検査）がで

きるようになったのは，安政7年（万延元年）閏3月5B，番所が設けられ

てからである。

(22) 「神奈川県讐察史上巻」 （昭和45年） P53～60 

9. 開港当時のポート・オペレーション

本船の入出港，輸出入貨物の通関などに関する基本規定は，安政5年の5

か国条約，すなわち日米，日英，日蘭，日仏，日露の各修好通商条約付属の

(1) 
貿易章程を根拠法としており，横浜港については「神奈川港規則書」 があり，

当時のポート・オペレーションは神奈川奉行管轄下の横浜運上所が一元的に

扱っていた。 「横浜税関沿革J並びiζ 「税関百年史」を手掛りに考察してみ

よう？）

外国船が横浜港に入港すると，来恵尋問掛の定役，同心が下番， 御目付方，

通詞同道で伝馬船lζより本船を臨検した。船長から来航目的，国籍，船名等を

聴取し，帰陸後は尋問内容を記述した回議を起乙し，神奈川奉行に提出，一

方「進口目録JIr記入し 各係の参考に回覧した。尋問掛は本船入港と同時

に船番号（米国酉〔年の〕何番）を定め，番号札を携帯し，紬部など見やす

い場所に掛けて置き，本船側は入港手続きとして，船名・国籍その他の要領

を記載した差出書（定式なし）並びに領事が発行する船舶国籍証明書等の船

舶書類の預り証及び積荷目録を添え，引合掛lζ提出する。通詞が－El受取り，

翻訳の上，引合掛が乙れを条約違反事項の有無le従い審査する。パスすれは‘

帖面掛lζ通知し，帖面掛は乙の通知を受けて，出入港手数料取立帖Ir登録し，

併せて入港銀受取証を作成し，引合掛lと回付する。引合掛は入出港銀受取｜防

l乙記載し，乙れを御為替方三井組の派出員lと送り，入港銀徴収を行なわせる。

現金領収後は三井派出員が帖簿l乙抑印して引合掛lζ返却する。引合掛は入港

銀受取証を船長le交付する。入港手続きの遅延に対しては， 1日遅れるどと

に60ドjレ（各国通貨表示lとより異る）を徴収した。積荷目録の訂正は， 24時
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間過ぎた場合， 15ドノレの過料を徴し，積荷目録の脱漏，誤記がある場合は，

輸入申告の意向lζ拘らず，直に二重課税を賦課する手続きを採った。荷主側

が故意にでも隠していれば，二重課税であるから，積荷目録の訂正の方が安

く，船長を動かして訂正するのが通例であったといわれている。

安政4年8月の日蘭，周年9月の日露各追加条約では，わが国最初の入港

地において本船積高トン数iと応じたとん税の規定があったが，安政5年6月

以降lζ締結された 5か国条約ICは，乙のとん税の考え方は消え，代わりに船

舶の大小iζ係わりなく－~容に入出港手数料を納付すると改められた。乙の手

数料額は表2の通りである。

表2 貿易章程による運上所手数料

!><: 分 アメリカ オランダ ロシア イギリス フランス

g38 .c2s 
R K F.C. 

1. 前i船の入浴千数料 15ドノレ 20.20 15ドル 81.00 
(entry) 1 ！主当り

2. 尚南｛｝のIJ＇，治手数料 7 17 .85 10.00 7 37 .80 
(clearance) 1隻
当 I)

3 免状（permit)1 1.5 3.82 1. 5 8.10 

辿につき

4 他l)jt証明；円 (bill 1.5 1. 5 8.10 
。fhealth) 1 il!ilこ
っき

5 そのf也の，1｝世！！［1 J邑 1.5 3.82 2.02 1.5 8.10 

にっき

（泊ミ） i r条約矧纂jの各条約原文により作成。 2半Vt:の単位は．オランダg.c.は，ギュル
テ’ン・セント ；ロシアのR.K.は，ループノレ コベイク；フランえのF.C.Iムフラン ・サ
ンチームである。 3なお，条約のIE文では. ~14 項目は 「他！Iii状J と訳されている。
n1典 ：「税｜県171年史上巻J

出港手続きについては，出港24時間前iζ口頭届出し， 7ドノレを納付すれば

よく，出港免状は発給しなかったといわれる。吏員詰所に貼り出した船番に

丸を掛け，出港手数済と記し，進口目録lζ出港日時を書き入れる。日本船の

人出港は別段の手続きはなかった模様である。明治初頭まで邦船iとよる外航

は殆んど絶無であり，逆iζ雇入れ外国船による圏内沿海輸送が行なわれ，乙

の扱いは外航船と同様であったとされる。
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水先案内，引船lζついては，日蘭，日露両追加条約の第2条，とん税の規

定iζ関連して，軍艦についてはとん税は免除されるが，水先案内料や引船料

は支払うとあると乙ろをみれば，乙れら条約の対象港は，長崎，箱館2港で

はあるが，これらの業務は公認の存在であった乙とは推察できる。横浜港で

は，浦賀から外国人が水先lζ立ったという例はある？）

船席指定は水先案内と関連して行なわれたものと推量できるが，神奈川港

規則蓄の内容は港内規常l]i（亘るものではなく，安全対策は考慮の外Kあり，

本船は全て沖！眠り投錨碇泊で，開港後迎えた夏の暴風シーズンには，港内で

難波船が発生する始末であった？）明治3年iζ至り 英人ジョ ージ・ E・ボリ

ビスが神奈川県雇入れの港長として迎えられたが各国は港内の秩序維持lと

原則的に賛成しながら，ポリピスが利害関係ありとされ，かっ資格も疑問視

されて， 3年間の雇用期聞は無為IC過さざるを得ない環境iζ置かれた。明治

30年10月1日，「開港港目ljJが他港lζ先じて横浜港で発効するまで，何らの碇

泊規制も行なえなかったのである？）

検疫もまた充分な規則はなく，運上所lζ2名の医師を配し，上陸船員は運

上所へ出頭させた。しかし，フリーパスIC近い状態で，神奈川宿を中心lζコ

レラが流行したζともある。開港lζ先立ち，幕府側は必要書類中lζ「健固状」

なる書類があるととを知り，藩書取調所へ問い合わせている。検疫済証の知

き，個々人の健康状態の保証書であったのである。

貨物の輸出入通関手続きは，輸入の場合，陸揚げに当たっては，荷受人か

ら運上所へ陸揚願（差出書と通称） Iζ品名，記号，番号，個数，数量，元価，

税額などを記載して提出した。差出書は通詞が融訳，引合掛lζ回わり検闘が

終わると，帖面掛lζ送られる。積荷目録と照合し，異状がなければ，差出書

lζ船番を付し，目録lζは陸揚月日，個数を記入し，陸揚免状を発行する。さ

らiζ帖面掛は課税舗を算定し 差出書の要点を改所出役lζ知らせる。貨物が

東波止場へ揚げられてくると，改所では，同心l乙貨物検査，目手lj（長崎で習

熟した人物） Iζ価格鑑定iζ当らせる。鑑定価格が申告価格IC相似していれば

「相当J，高ければ具申書を陵揚免状iζ添付し引合掛iζ回付し，ζζで鑑定

価格より多少低い見込額で，荷主が公儀の買上げに応じるか，増税納付をす
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るかのいずれかを選ばせた。納税は改掛の記入認印した陸場免状を帖面掛へ

提出，同掛は税金受領証を調製し，引合掛へ回す。引合掛は輸入税銀仮預帖

lζ記入して三井派出員lζ渡す。免状手数料と共に納税し，輸入税銀受取証を

受取る。陸揚免状は輸入免状となる。輸入貨物の引取りは輸入税銀受取証と

陸揚免状を提示する。積荷目録の数量以下の内取りの場合は，引取り貨物の

個数を陸揚免状lζ記入し，貨物lζは朱色 〔改〕印を押す。輸出の場合は，輸

出差出書を引合掛へ提出し，貨物は改所へ送る。検査後，有税品は輸入の場

合と同様の手続きで納税し，船積免状を受ける。貨物lζは黒色の〔改〕印が

押され，改所からは本船乗監中の下番lζ宛てた送り状が作成され，荷主は乙

れを携帯，鮮で本船へ貨物を届け，船積終了後，本船受領署名を受け，再び

改所へ還付した。輸入時，仕入書を添付させるようになったのは，明治2年

の日壊条約締結以後のζとである。

保税倉庫 ・上屋制度は，開港時全く存在せず，輸入品は関税納付してー且

荷主の手倉へ引取り，再輸出の際，納税金の返戻を求めた。当時，保税倉庫

を借庫と訳し，制度整備の必要上，慶応2年5月，神奈川運上所は英人ペン

ジャミン・シーノレ，米人トマース・ホッグ両人を雇入れ，借庫規則及び庫租

目録の制定，借庫運営の衝に当たらせた。同年9月1日（目暦）駒形町のオ

ランダ商人の土蔵を買取り借庫としたが， 10月の大火で催災してしまい，翌

3年政府が石造の倉庫4棟を新築し これに当てた。借庫は輸入未納税貨物

のみ預り，預り証は運上所が発行するもので，預り証iとは倉荷証券としての

流通性はなく，手続きも煩鏑であった。上屋も慶応3年の西（旧）波止場へ

の新設がその初めで，貨物の出入れは荷主の自由とされていた。

港湾の休日は，朔日，15日， 28日， 5節句，外国人の日曜日で， 「御運上
ーや (6) 

所諸願筋，其外波止場荷物扱ー至J-2，一切取扱不申侯」とされた。運上所は

季節により異るが，開庁時聞は午前10時から午後4時まで，本船荷役は日出

から日没までで，日没とともに本船乗船官吏が船倉を封印した。後iζ郵船は

夜荷役を解禁され，封印も実効iζ乏しく廃された。

鮮運送及び通船は，貿易品輸送は専ら東波止場（外国波止場）を経る乙と

とされ，運送事業は，明治6年1月lζ監視業務が横浜税関，運送・通船の営業
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許可（鑑札交付）は神奈川県と事務区分を行ない 「輸出入品運送割合規則JJ

を制定した。船員の船陸交通は秩序が乱れ，明治7年lζ至り，やっと波止場

外交通禁止の実が挙がるようになった。

注 (1）大日本古文書「幕末外国関係文書」巻23( 64）安政6年4月 外国奉行伺

筈老中へ神奈川港規則警の件条款22 港湾内取締以外lζ国際私法に亘

るもの多数を含む。

(2）横浜税関「償浜税関沿革J（明治35年）複刻版及び大蔵省関税局 「税関百

年史上巻J（昭和47年）第l編第l章

(3) 「神奈川県史資料編巻15 近代・現代」 ( 770）明治3年5月 外務省より

神奈川県宛 県取調の港則案諸条iζ付意見回答

(4) 「同上巻10近世JC412）安政6年7月～ 7年6月 「横浜開港場見聞記」安

政6年7月25日の条

(5) 乙の機浜港港内規f.!1Hfi1J定作業は難行した。関係資料は前掲書巻15K一括登

載されている。

(6) 「前掲書巻10近世JC346 ）安政6年10月 運上所休目指定と事務取引休業

につき町会所触書

4. 開港期の港湾労使関係

開港当時の港湾の基本的な労使関係iζ係わる史料は乏しいが，次の2点を

掲げておく。

開港lζ先立ち神奈川奉行が「外国輸送の諸荷物並びに御国商人共の引請侯

嵩高の荷物，陸地運送方人馬のみにては差支侯間，荷車相周侯儀，当四月中

御伺相成候処，金川ー港限り荷車相用侯儀は不苦侯，尤右場所の内，橋々井

び1ζ士入樋等有之侯ケ所ケ所iとは，荷車持越，空車lとて筆通し，外宿村，牽込

侯儀は不相成旨申付，稼方承り旨侯様可致旨， （太田）備後守殿御聞取を以

被仰渡侯付」と荷車使用の許可を町触れとして安政6年6月9日iζ出してい

る？）乙の荷車使用を「稼方J （車力とも見える）とする運送業が登場してい

る点lζ注意されたし、。荷車保有（恐らく業者所有）を基礎とする「店持ちJ

の原初的な運送資本の出現である。 「店持ちJは労働手段と営業所を含む固

定資本を基礎とする。開港時の運送業者を摘記すれば，表3の通りである。

鮮運送 ・廻船瀬取を営む高徳屋半右衛門，鮮下運送・人足請負の平問屋平五郎
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以外は，陸上運送を中心とする運送業者と推定できる。武州生麦村出身の村

田屋乙と海老沢与次右衛門の伝iζよれば，運送業は10軒lζ隈られ， 村田屋は

との業者仲間の組総代となっていた？）当時の運送業は一万では，身分規制

（「組仲間」）があったわけである。さらlζ作業場所についての規制もあっ

た。 「今般運上所納屋 ・東西之御波止場，諸荷物運送致し侯儀は，御伺済之

上，御場所lζ立入侯人足共iζ，右御願済渡世之もの共より，銘々腰札壱枚宛

壱人別lζ取調，其日限り相渡し差出し侯様被仰付侯間，以来無札之者立入侯

上は，会、度被仰付侯趣，被仰渡侯間，無札iζて壱人たり共立入申間舗侯。（後

略） Jと万延元年間3月lζ，やはり町会所触書が回覧されている？）「御願済

渡世之もの共」とは「諸荷物運送J業者か「人足請負J （人足頭）である。

鑑札のない作業員「人足」の港湾区域への立入りが厳禁されたのである。港

湾における作業もしくは運送は 万延元年をもって確立したとみるべきであ

ろう。鑑札をもたせる目的は防犯対策もその一つではあるが，荷主から作業

を引受け，荷主の自家運送を港頭から排除する点でも有効であったといえる。

鑑札は属人的iζ交付される乙となく，毎日受渡しされる点でも，日雇労働中

心の雇用形態であった乙とを裏付けている。運送は鮮基盤が荷車基盤かICよ

り，作業領域は当然異なったわけであり，万延元年から荷渡会所が設立され，

本船直送りは厳しく制限されるが，開港当初は輸出者が鮮を仕立て本船まで

送達する事例もあった。いずれにせよ運上所改所・東西波止場を通過する全

ての貨物は，鑑札交付の権利を得た運送業者の手iζ委ねられるのは必然であ

り，後年鑑札独占をめぐる問題が社会問題化したのは，乙の経済的理由によ

るのである。

横浜・本牧の天徳寺境内 今は無縁仏の墓域lζ 「三界万霊塔J銘の墓碑が

建っている。長方形の墓碑の裏面には「干l時元治元甲子年十月 日鐙之。武

陽横浜 人足方要蔵Jとあり，右側面には「我古住干保土ヶ谷，年最久O

而交易開港之始，移干横浜。而勤於国用成人夫之長。平太論遠国近在太閤，

老若強柔数百人為僕使，中可愁者病死瀕死人突。以仏海山至者則野骨弟也。

故無可使者皆以埋葬干為法界万霊，建立塔婆永父母兄弟口口両縁之群，莫令

報平等之回向云爾。」と刻まれ判読し難い文字もあって内容は必ずしも明l僚
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ではないが， 「人足万J要蔵（姓鈴村氏）が開港時から人足頭として活躍し

ていた乙とは伺える。後年の明治初年l乙彼が町会所の認許の下Iと海岸通4丁

目声He人足会所を設け，労働者を自らの管理下lζ置く目的で要蔵部屋を置い

たが，明治6年人足会所は弊害多しとされて廃され，人足鑑札は町会所で登

録発給し，非登録者は港湾作業lζ就けないとした？）要蔵部匡も太田町から石

川町，中村町， 吉浜町，松影町， 三吉町なと‘背後の新開地方面へ分散した。

結局乙の要蔵は店持ちの運送業者lζ成長せず，労務提供あっ旋iζ留まらさ
(5) 

るを得ない境遇にあったと思われる。

注 （1) 「神奈川県史資料編巻10近世」 ( 334）安政6年6月 神奈川一港に限

り荷（馬）車使用許可につき神奈川奉行伺蓄：

(2) 「横浜開港五十年史J G守録） P. 203泌老沢徳三郎伝

(3) 「前掲書巻10近世」 ( 372）万延元年間3月 波止場人足腰札なく立入禁

止につき町会所触書

(4）横浜市 「横浜市史稿風俗編」 人足会所の項

(5) 鈴村要蔵の伝κついては，木下馨氏のζ教示があった。同氏は別に発表の

予定である。天徳寺墓碑は，秋山佳史氏の乙指摘があったもので，ど両人K

末尾ながら感謝を申しあげます。
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開港当時の港湾貨物の流通
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